
東京都公立大学法人ハラスメントに関する事案解決手続について

 ※ 申立人は、常にそれぞれの申立てを取り下げることができる。申立てが取り下げられた場合には、同時に、申立てに対して行われていた手続きも終了する。  
2024年９月改訂
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調査チーム
（分会長が設置）

防止委員会規程第10条
事案解決規程第7条

調査チームに関する細則

【役割】
(1) 申立て事案について、事実関係
を明らかにすること
(2) 申立人、被申立人等の関係者
から事情を聴取すること
(3) 調査報告書を分会長に対して
提出すること
(4) その他、当該事案の事実関係を
明らかにするために必要なこと

【構成員】
下記①～③の中から分会長が指名
する者 若干名
①分会委員
②キャンパス部会委員
③事案の解決に必要な見識を有す
ると認められる者（学外専門家を含
む）

相
談
者

相談員
防止委員会規程第8条
相談員等に関する細則

【役割】

相談対応

相談状況報告

【構成員】
(教員 任期２年)

各学部等１名
(事務職員)

各ｷｬﾝﾊﾟｽ管理部

男女各１名
南大沢ｷｬﾝﾊﾟｽ

男女各１名

ただし、防止委員会委員、分会委
員、キャンパス部会委員を除く

相談・助言
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【申立て窓口】
○各キャンパス部会
・学長室（南大沢、新宿、
飯田橋、丸の内）

・各管理課庶務係（日野、荒川、
晴海、品川シーサイド、
高専品川、高専荒川）

ハラスメント防止委員会
各分会

【申立て窓口】

○防止委員会事務局
総務課監査・内部統制係
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幹事会
（分会長が設置）

防止委員会規程第7条の3
事案解決規程第8条

【役割】
申立て事案の対応を検討

【構成員】
分会長が指名

又は

ハラスメント防止委員会
各分会

再調査チーム
（分会長が設置）

防止委員会規程第11条
事案解決規程第11条第1項
再調査チームに関する細則

【役割】

(1) 申立て事案について、事実関係

を明らかにすること

(2) 申立人、被申立人等の関係者、

調査チームから事情を聴取すること

(3) 調査報告書を分会長に対して

提出すること

(4) その他、当該事案の事実関係

を明らかにするために必要なこと

【構成員】
下記①～②の中から分会長が指名
する者 若干名
①分会委員
②事案の解決に必要な見識を有す
ると認められる者（学外専門家を含
む）

ただし、当該事案の調査チーム構成
員は、再調査チームの構成員となる
ことができない

幹事会
（分会長が設置）

防止委員会規程第7条の3
事案解決規程第11条第2、3項

【役割】
申立て事案の対応を検討

【構成員】
分会長が指名
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